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［要旨］2007年に開催されたハイリゲンダムG8サミットでは、GHG排出量を2050年に現状比で半減

することを検討することに合意した。これを受け、2050年に現状比で半減するときの日本へのイ

ンプリケーションはどのようなものであるのかを分析した。S-3-2で統合評価モデルAIM/ 

Impact[Policy]によって算出した「2050年半減」の示唆する気温上昇レベル・そのようなレベル

の気温上昇がもたらしうる影響やグローバルパスを受け、2050年半減といったときの国際的な排

出許容量の差異化を考えることで、日本の排出許容量の程度を導いた。まず、地球温暖化の影響

面からの検討では、2050年半減が示唆するところの2.1℃から2.5℃の気温上昇でも、気候変動の

影響によるリスクはかなり大きくなることがわかった。したがって、2050年半減を目指す限りに

おいては、緩和策とともに適応策も重要になる。2013年以降の国際制度では、長期的気候変動対

策を見据えた適応策の重要性が増すと思われる。もちろんこれは、適応だけを行い、緩和を軽ん

じてよいということでは毛頭ない。緩和策を実行することは必要不可欠であるが、それに加えて

さらに適応策を実施することさえ必要になってきている。一方、日本のような先進国にとっては、

2050年半減は、90年比でいえば70％～90％というレベルでの排出削減を必要とすることがわかっ

た。また、短期的気候変動レジームとの関連では、2050年世界半減を実現するとしても、2020年

や2030年といったような時点での排出量をどこまで抑えるかや、安定化レベルの取り方の違いに

よって、温暖化影響は大きく変わる可能性があることが指摘できた。すなわち、2050年世界半減

目標はそれ自体のみでは不十分であり、そこに到達するための削減努力を十分勘案しない限り、

気温上昇が大きくなっていく可能性さえある。今後、2013年以降の国際制度構築を考える際には、

こういった削減面、影響面の効果を特に強く考慮する重要性が益々高まっていく必要があること

がわかった。 

 

［キーワード］長期目標、排出削減目標、差異化、目標の幅、国際制度 

 

１. はじめに 

京都議定書第1約束期間後の2013年以降の気候変動をめぐる国際制度枠組論議は、京都議定書3

条9項に「公式な」交渉開始期限と規定された2005年以降活発に行われ、COP13/MOP3での「バリロ

ードマップ」及び京都議定書の下でのAWGによって2009年までに交渉が行われることが明らかにな

った。オーストラリアが京都議定書に批准した現在、京都議定書を批准していない米国に対して

いかなる削減を迫るのか、或は、急速な経済発展に伴い温室効果ガス（以後、GHG）排出量も急増

する新興経済国（BRICs：Brazil、 Russia、 India and China）をはじめとする新興経済国に対

していかなる対策を打ち出していくのかといった課題に対応するための論議の場は、京都議定書
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の枠組内で将来枠組議論を行うアドホック・ワーキンググループにとどまらない。米国やオース

トラリアを含む189ヶ国の参加する気候変動枠組条約の下での「対話」、また国連の枠組みを超え

たG8サミットやAPEC（Asia-Pacific Economic Cooperation Conference）といった多国間外交の

場、或は二国間外交の場でも、将来枠組論議が開始されている。2007年9月には国連特別総会でも

気候変動が取り上げられている。もはや気候変動は技術的に解決可能な課題としてのローポリテ

ィクスの範囲を超え、国際政治上の重要課題としてのハイポリティクスの課題として認識されつ

つある。その意味では、将来枠組論議は気候変動を軸とした新国際秩序形成を巡る国際政治の論

争の場と化してきている感がある。京都議定書第1約束期間終了後に切れ間なく気候変動対策を継

続させていくための国際制度構築へ向けたタイムリミットは着々と近づいてきており、2010年前

後での決着を目論んだ、多様なチャネルを通しての論議が活発化してきている。 

そのような中、2007年に開催されたハイリゲンダムG8サミットでは、GHG排出量を2050年に現状

比で半減することを検討することに合意した。気候変動対策の中長期的目標は、これまで欧州を

中心に国家レベルあるいは欧州連合のレベルで志望目標（aspiration target）として設定される

ことはあっても、国際的に合意されることはなかった。その意味でこのような合意が形成された

ことの意義は大きい。少なくとも2007年段階での政治的意思として、主要国首脳が低炭素社会へ

向けたコンセンサスとして「2050年半減」が一つの基準として明確化されたわけである。 

 

２. 研究目的 

 果たして2050年に世界で温室効果ガスを半減することの日本への意味やインプリケーション

はどのようなものであるのかを明らかにすることが、本年度の研究目的である。 

 

３. 研究方法 

本研究はサブチーム連携・横断型の研究である。まず「2050年半減」を実現するためにとりう

るグローバルな排出削減パスをS-3-2サブチームが、統合評価モデルAIM/ Impact[Policy]によっ

て算出した（Hijioka et al.、2006）。このとき、不確実性の幅を考慮した「2050年半減」の示

唆する気温上昇レベルを明らかにした。また、そのようなレベルの気温上昇がもたらしうる影響

がどのようなものになるのかを、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評価報告書（AR4）

の知見などを元にして明らかにしている。これらを受け、世界全体での2050年半減を所与とした

ときの国際的な排出許容量の差異化を考えることで、日本の排出許容量の程度を導くこととした。

差異化のためには国際制度が必要であり、本研究は、これまでS-3-3で行ってきた2050年時点での

国際政治動向を考えるシナリオ研究を応用し、国際制度の在り方を考えることにより排出差異化

スキームを考案し、差異化の計算を行った。 

 

４. 結果・考察 

 地球上に様々な国家があり、様々な発展段階がある。発展途上国の中には1日100円以下の経

済レベルの生活を余儀なくされており、日常生活に必要な電気などに使用するエネルギー供給さ

え不足している国もある。そのような国に排出削減を要請しても物理的に不可能である。また、

たとえ化石燃料使用を抑制し、一次エネルギー源を再生可能エネルギーに置き換えていくとして

も、発展のために最低限不可避な温室効果ガス排出があることも確かである。各国別排出量を検
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討する際には、このような国際的格差や現実を考慮する必要がある。もちろん排出量の差異化は

必ずしも国単位である必要はなく、例えば産業部門単位で排出削減義務を負う、ということも可

能ではある。しかし、2050年などといった将来予測にかかわるデータの入手が困難なこともあり、

また、近代以降の国際関係では、公式には最終的に国際的行動に責任を負う主体は国家であって

企業やNGOではないという現実を踏まえて、これまでに提案されている多くのアプローチは国単位

で考えられている。 

国際的排出量差異化のあり方を決定付ける国際政治変動は、基本的には、世界全体の政治的長期

変動要因と、主要国あるいは地域内部の長期変動要因への対応の仕方によって決定されることに

なる。ただし、世界的な長期的動向は一国や一地域では対応できない問題も多く含んでいること

にも留意しておく必要がある。したがって将来の国際政治変動は、世界全体の主要な長期的動向

と、主要国（米国、中国、インド、日本など）や地域 (EUやサハラ以南のアフリカなど)、あるい

は主要国家グループ（NIESやBRICs）の内部における主要な長期的動向への個別の対応、そして世

界の長期的動向への国際的な対応との間の相互作用で決まっていくわけである。 

このような前提に立ち2050年へ向けた国際政治変動シナリオを現在の延長として考えたとき、大

きく二つの方向性に分かれることが、これまでの検討で明らかとなってきている。すなわち、そ

れらは「多国間協調主義シナリオ」と「市場経済重視シナリオ」の二つであり、それぞれ現在の

気候変動政策が国際政治的観点からみて向かっている2つの大きな方向性とオーバーラップして

いる。すなわち、①国毎にGHG排出削減目標を設定した上で排出量取引などの市場メカニズムを導

入する「京都議定書的アプローチ」と、②GHG排出削減の絶対的目標設定を拒否して経済発展を至

上命題としながらも、技術開発や移転に焦点を当てて国際的なGHG排出削減を行おうとする「米国

的アプローチ」である。 

「多国間協調主義シナリオ」では平等、公正、正義といった価値観をより重視する立場から、ロ

ーカルな共同体の保護と再興、国家レベルの社会的正義と公益、さらに国際公共財である国際的

な政治経済秩序と安定した地球の気候システムなどを維持・管理する国際協調体制の維持拡大が

指向される。すなわち公平性、平等性が重視され、また国際協調が指向されることから、国際的

気候変動対策は一人当たりGHG排出量を将来的に公平化する方向性をとると考えられ、また国際的

にはその目標に向かって協調行動をとると考えられる。これは既存研究でいうところの「収縮と

収斂（C&C）」アプローチと親和性があることから、このアプローチを基礎として国際的排出削減

差異化方法を検討した。 

収縮と収斂（Contraction and Convergence、 C&C）とは、地球上の人々は先進国であれ途上国

であれ、炭素制約の中で等しくGHGを排出する権利を持っている、という意味での公平性を重視し

たアプローチである。温室効果ガス濃度の安定化レベル（450ppmや500ppmなど）によって中長期

的排出目標を決め、まずそのレベルに至る排出パスを設定する。つまり、目標についての約束を

多国間で合意するという設定である。これによって導き出される特定年の排出量が、途上国を含

むすべての国に割り当てられることになる。その際、配分は例えば2050年という一定年に向けて

一人当たり排出量が収斂していくものとして行う。単純かつ明快な差異化ルールのため、様々な

政策研究で応用されている（Agarwal and Narain 1998、 Meyer 2000、 Berk and den Elzen 2001、 

Hohne et al 2004）。ただし、一人当たり排出量が収斂する年（一人当たりの排出する権利が全

世界を通じて平等になる年）は必ずしも2050年に実現するとは限らない。したがってここでは、
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収斂年を2050年と2100年の2通りに設定した。 

「市場経済重視シナリオ」が想定する世界では、現状の欧米や日本の消費経済社会がグローバル

に展開しつづけ、その現状の維持・拡大が長期的傾向となる。世界貿易、通信そして金融分野で

益々多国籍企業（MNCs）の影響力が高まり、その結果、例えばOECD諸国、NIES、BRICs以外のほと

んどの国は、世界的に活動するMNCsより経済規模が小さくなる13。そのような世界では、GHG排出

削減も経済発展の割合に応じて考えられることになる。すなわち、米国ブッシュ政権のように、

排出削減目標も経済活動を基準として図られることになる。こうしたことを考えると、本シナリ

オはGDP当たりでの排出量削減と親和性があると考えられる。ここでは、どの国も一定の割合でGDP

当たり排出削減量が改善していくという「GDP当たり排出の世界一律改善」アプローチでこの計算

を行った。 

もちろん現実の世界では、これらのアプローチの中間型になる可能性が高いが、これらのシナリ

オにできる限り忠実な差異化アプローチを考えることによって、排出削減必要量の「幅」が明ら

かになる。中間型の世界であれば、その「幅」の中に納まるであろうからである。 

2050年GHG世界半減のとき、日本の排出削減量は以下の表1から3に示すようになった。なお、各

ケースの意味するところは、前述のものと同様である。 

 

表1．2050年世界半減の時の日本の排出削減必要量（2050年一人当たり排出均等スキーム） 

2050 年削減量 2030 年削減量 
  

1990 年比 2000 年比 1990 年比 2000 年比 

Case1 （2.2℃） 85.2% 85.9% 65.4% 67.2% 

Case2 （2.4℃） 85.0% 85.7% 51.6% 54.1% 

Case3 （2.3℃） 82.9% 83.8% 61.9% 63.9% 

Case4 （2.5℃） 82.9% 83.8% 49.5% 52.1% 

Case5 （2.4℃） 81.4% 82.3% 58.6% 60.7% 

Case6 （2.6℃） 81.4% 82.3% 43.1% 46.0% 

  

表2．2050年世界半減の時の日本の排出削減必要量（2100年一人当たり排出均等スキーム） 

2050 年削減量 2030 年削減量 
  

1990 年比 2000 年比 1990 年比 2000 年比 

Case1 （2.2℃） 78.2% 79.3% 63.2% 65.1% 

Case2 （2.3℃） 78.0% 79.1% 48.6% 51.2% 

Case3 （2.2℃） 75.0% 76.3% 59.2% 61.3% 

Case4 （2.4℃） 75.1% 76.3% 46.0% 48.8% 

Case5 （2.3℃） 72.8% 74.2% 55.5% 57.7% 

Case6 （2.6℃） 72.8% 74.2% 38.8% 41.9% 
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表3．2050年世界半減の時の日本の排出削減必要量（GDP当たり排出の世界一律改善スキーム） 

2050 年削減量 2030 年削減量 
  

1990 年比 2000 年比 1990 年比 2000 年比 

Case1 （2.2℃） 92.0% 92.4% 79.4% 78.3% 

Case2 （2.3℃） 91.9% 92.3% 71.2% 69.6% 

Case3 （2.2℃） 90.8% 91.3% 77.1% 75.9% 

Case4 （2.4℃） 90.8% 91.3% 69.7% 68.1% 

Case5 （2.3℃） 90.0% 90.5% 75.0% 73.7% 

Case6 （2.6℃） 90.0% 90.5% 65.6% 63.8% 

 

これらの計算結果から以下のことが導き出せる。 

（１）いずれのアプローチを採用しても、世界半減のときに日本の 2050 年の排出削減量は 70

～90％削減となる。何年比の削減とするかという基準年のとりかたによって数値は上下するが、

その幅の程度は削減量にして 90 年比の削減率にして 3％前後以内である。世界全体の排出量は、

基準年の取り方によって基準年を 1990 年とした時と 2000 年を基準年とした時が約 8％、1990

年とした時と 2004 年を基準年とした時とは約 11％以上の削減率（90 年比）の差があることを

考えれば、日本に関しては基準年による削減率の差は相対的に小さいといえる。 

（２）2050 年世界半減を実現し、世界的な配分は同じスキームだとしても、2030 年といったよ

うな「中間時点」での排出削減量はおおきく異なり得る。言い換えれば、2050 年世界半減目標

を実現するとしても、それによって気温上昇を最小限にできるわけではない。そこに至るまで

の排出削減努力次第で、気温上昇は大きくなる可能性が残される。 

 

なお、本計算で2050年一人当たり排出均等、1990年比のときの、他の主要国の排出削減必要量

（1990年比）を参考までに以下に示す。 

 

表4．2050年世界半減の時の主要国やグループの排出削減必要量（1990年比削減率） 

国際的差異

化アプロー

チ 

日本 米国 EU ロシア
付属書

Ⅰ全体
中国 インド 

ブラジ

ル 
韓国 

Case1 

（2.2℃） 
85% 88% 83% 94% 88% 35% -89% 62% 73%

Case2 

（2.3℃） 
85% 88% 83% 94% 88% 35% -91% 61% 73%

Case3 

（2.2℃） 
83% 86% 80% 93% 86% 26% -118% 56% 69%

Case4 

（2.4℃） 
83% 86% 80% 93% 86% 26% -118% 56% 69%

Case5 

（2.3℃） 
81% 85% 78% 92% 85% 19% -137% 52% 66%

Case6 

（2.6℃） 
81% 85% 78% 92% 85% 19% -137% 52% 66%
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日本の削減必要量は米国、EU、ロシアといった他の主要先進国よりも相対的に低いものではある

が、いずれにせよ先進国は多大な排出削減を必要とすることが見て取れよう。途上国にしても、

インドのように排出量を増大できる国もあるにはあるものの、中国やブラジルなどに関しては、

排出削減が必要となってくることがわかる。 

 

５．本研究により得られた成果 

（１）科学的意義 

日本のような先進国にとっては、2050年半減は、90年比でいえば70％～90％というレベルでの排

出削減を必要とすることが明らかとなった。また、短期的気候変動レジームとの関連では、2050

年世界半減を実現するとしても、2020年や2030年といったような時点での排出削減量をどこまで

抑えるかや、安定化レベルの取り方の違いによって、温暖化影響は大きく変わる可能性があるこ

とがわかった。このような研究は行われていなかったため、オリジナルな研究として政策科学に

貢献した。 

 

（２）地球環境政策への貢献 

2007年の「美しい星2050」やハイリゲンダムサミットで提示された2050年半減という目標が

日本にはどのような意味を持っているのかについて、具体的な数値を提示することにより、同

目標が持つ示唆を提示することができた。このような試算は、我が国が長期目標を議論するう

えでの政策支援として貢献した。 
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